
○ 計画認定制度の導入

貸付けを受けようとする者の資金使途に係る計画について、都道府県がその政策適格性の審査を行
い、これを認定した場合にのみ、改善資金の貸付けを受けられることとする仕組みを導入する。

直貸方式 転貸方式

①資金貸付申請書・
沿岸漁業改善措
置に関する計画
認定申請書

沿岸漁業従事者等

②沿岸漁業改
善措置に関
する計画認
定書

③資金の
貸付決定
・貸付け

都道府県 都道府県

①資金貸付申請書・
沿岸漁業改善措
置に関する計画認
定申請書

②沿岸漁業
改善措置に
関する計画
認定書

⑤資金の
貸付決定
・貸付け

融資機関

沿岸漁業従事者等

①資金借入
申込書

③資金原資
の貸付
申請書

④資金原資
の貸付け

②計画認定
の通知
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